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ガーナ出入国時の COVID-19関連の手続き 

（２０２２年１１月３０日時点） 

在ガーナ日本国大使館 

 

 以下は、2022 年 11 月 29 日時点で公表されている出入国ガイドライン https://www.gacl.com.gh/upd

ated_guidelines/を要約したものです。主な変更点は、ワクチン未完了者のガーナへの渡航に関しての

規定が変更となっています。最新詳細情報は直接コトカ国際空港のサイトにアクセスしていただき内容

を確認してください。内容のお問い合わせ先は、以下にお願いします。 

 

Ghana Airport Company Limited（Port Health Unit） 

電話番号 ·········· 030-255-0612 (+3122 or +3145) 

website ··········· https://www.gacl.com.gh/ 

 

1.ガーナから出国 

 

① ワクチン接種情報の panaBIOSへの入力が、必要とされています。ワクチン接種状況を panaBIOSに

入力し、登録画面を提示できるようにしてください。提示を求められるのは、空港職員もしくは航

空会社カウンターにより異なっているのが現状です。なお、ワクチン接種情報の panaBIOSへの登録

方法は、項目３を御参照ください。 

② 最終目的国の基準に準拠した書類を準備してください。 

③ 最終目的国の用件で、ガーナ内での PCR検査が必要な場合は、項目７を御参照ください。 

 

2.ガーナへの入国 

 

確認すべきポイントは、ワクチン接種完了有無、年齢についてです。 

 

概要 

 

 

 

費用支払 受検

完了 全年齢 必要 必要

18歳以上 必要 不要

0-17歳 必要 不要

不要

必要

不要

全国籍
（在留許可等は問わない）

未完了

Health Declaration
Form 入力

有効なワクチン接種 年齢
ガーナ国籍

ガーナ在留許可証
有無

COVID-19関連で入国時必要な書類や検査

コトカ空港到着時抗
原検査

ワクチン接種証明
書

(panaBIOSへのワク
チン情報入力を含）

出発国で受検したガー
ナ到着48時間以内陰性
証明書（covid19 PCR)

https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/
https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/
https://www.gacl.com.gh/
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(1) ガーナ政府が認めている｢有効なワクチン接種完了者｣は、ガイドライン｢vaccination｣項目の記載を

御参照ください。https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/ 

(2) 3回目以降ワクチン接種の有無については問われていません。 

(3) panaBIOSへのワクチン接種情報の入力は、項目６を御参照ください。 

 

 補足：外務省ホームページ内、（ https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_

world.html#Ghana2 ）ガーナの項目にて、2022年 11月 30日現在で、｢※なお、上記防

疫措置の免除・緩和について、日本の市区町村等で発行するワクチン接種証明書の有効

性は現在確認中。｣といった記載があります。この点に関しては、ガーナ政府側からは、

日本の地方自治体発行のワクチン接種証明書を個別に承認するといった公式発表はあり

ませんが、｢世界各国の公的機関から発行のワクチン接種証明書は、有効なものとみな

す｣といったアナウンスがあります。これにより、日本政府発行（各地方自治体等での発

行含む）のワクチン接種証明書（英語での記載が併記されているもの）は、ガーナ入国

時に有効な書類として認められている状態です。 

 

3.ガーナでの乗り継ぎ 

最終目的国の基準に準拠 

 

4.航空会社ガイドライン 

航空会社の大多数は、出発国と到着国の出入国ガイドラインの確認を主に行っています。この為、国

際空港の各会社カウンターで搭乗手続きを行う際には、出入国時に必要な書類の提示を求められるこ

とも散見されます。御利用となる航空会社のホームページ等を御参照ください。 

 

5.日本入国ガイドライン 

 厚生労働省による出入国時の水際対策が行われています。日本への渡航前に以下厚生労働省ホーム

ページ内の水際対策関連情報：https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_002

09.htmlを御参照ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gacl.com.gh/updated_guidelines/
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#Ghana2
https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html#Ghana2
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html
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6.panaBIOSへのワクチン接種情報の入力の手順 

 

(1) PanaBIOSの Webサイト:https://login.panabios.org/cas/loginアクセス 

 

(2) Sign inする。（初めての場合は｢create an account｣にアクセスし、サインアップした後に、sign 

in してください） 

 

(3) ｢Trusted vaccines｣にアクセス 

 

 

(4) ｢Trusted Vaccines｣内の｢Upload Vaccine Record｣をクリック 

 

https://login.panabios.org/cas/login
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(5) ｢Upload Vaccine Record｣を、クリック 

(6) ワクチン情報を入力していきます。Upload Typeで｢self｣を選択し、｢submit｣ 

 

 

 

(7) 接種した国と接種したワクチンの対象疾患を選択します。COVID-19は｢SARS-Cov-2｣を選択します。

最後に｢Next｣をクリック 

 

 

 

 



 5 / 7 
 

(8) これまで接種した各ショットナンバー(何回目に接種）とワクチンの種類の組み合わせで、該当す

る項目を selectします。ワクチンの名前は、以下となります。 

① ｢Moderna｣：モデルナワクチン 

② ｢Comirnaty｣：ファイザー 

③ ｢Johnson & Johnson｣:ジョンソンエンドジョンソン 

④ ｢Astrazeneca｣:アストラゼネカワクチン 

⑤ ｢Shinopharm｣:シノファームワクチン 

 

 

 

(9) 掲載例では、日本でファイザーワクチンを 3回接種しているので、該当項目を選択しています。選

択後に最下段の｢Next｣をクリック 
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(10) これまでのワクチン接種内容を、入力する。ワクチン証明書もしくはカードの個別識別ナンバー

が設定されていない場合は、空欄で可能。 

① ｢Vaccination Batch No｣:接種したワクチン毎

の製造番号を入力 

② ｢Manufacture｣:製造元である｢Pfizer/BioNTec

h｣等を入力 

③ ｢Vaccination Date｣:ワクチン毎の接種日を入

力 

④ Vaccination Card Number:ワクチン接種証明

書(もしくはカード）固有の整理番号を入力 

⑤ PDF,JPEG,PNG形式に変換したワクチン証明書

を選択する。 

⑥ 全ての入力が修了したら｢Save｣クリック 

 

 

 

 

(11) QRコードが作成される。これまで入力した内容を確認し、画面下の操作で、保存もしくは、印刷

を行ってください。この提示を求められます。 
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7.ガーナ内での渡航前用 COVID-19対応 PCR検査を受ける場合の手順 

 

(1) PanaBIOSによって認証されている施設での検査が必要となります。指定施設の検索は、以下の手順

で行います。 

① https://login.panabios.org/cas/loginにアクセス 

② サインイン 

初めてのサインインの場合は、｢create an account｣にアクセスし、サインアップしてくださ

い 

③ 左側項目 Trusted Labs を選択 

④ Select country にて、Ghanaを選択し検索 

⑤ 各検査施設が閲覧できます 

⑥   が付いた検査施設での受検が推奨されています。 

(2) ガーナから日本入国する場合の PCR陰性証明日本様式証明書が必要とされる場合 

日本側水際対策 https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.htmlの

内容に沿って、必要となる個人は、準備をしてください。2022年 11月 29日現在、日本様式の検

査証明書をアクラ内で発行の実績が確認されているのは以下の施設となりますので御参考にして

ください。 

 

(i) Frontiers Healthcare Services（24ｈ/365日受付及び証明書発行） 

(ii) Noguchi Memorial Institute For Medical Research 

(iii) Nyaho Medical Center Airport Branch 

 

 

以上 

https://login.panabios.org/cas/login
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00209.html

